
大阪市景観計画 変更のポイント      大阪市都市計画局 

Point１ 景観計画を総合的な景観施策推進の指針とします 

これまで大阪市では、良好な都市景観の形成に必要な施策の推進計画として景観形成推進計画（Ｈ19.3～）を策定

し、これに基づき、景観形成に関する取り組みを展開してきました。今回変更する景観計画では、法定事項のみな

らず、景観形成推進計画に記載していた本市独自の景観形成の取り組みの方向性についても記載し、本市の景観施

策の総合的な指針としました。 

 

 

 

Point２ 景観計画区域（市域全域）を区分し、景観特性に応じた景観誘導を行います 

これまで大阪市では、市街地の景観に与える影響が大きい大規模建築物等について、全市一律の方針・基準で景観

誘導を行ってきました。今回の変更では、景観構造の特性を踏まえたより詳細な誘導を行うため、市域（下記、重

点届出区域を除く。）を３つの区域に区分し、各区域の特性に応じた景観形成方針、景観形成基準を定めました。 

 

 

 

Point３ 重点的に景観形成を図る地域（重点届出区域）を指定します 

美しく個性的な街路景観の形成の観点から、都心部の主要な幹線道路沿道の建築物の建築については、これまで建

築美観誘導制度（Ｓ57.1～）に基づく協議により景観誘導を図ってきました。今回の景観計画の変更を契機に、建

築美観誘導制度の対象となっていた各街路とその沿道敷地については、景観計画においてより地域固有の特性をい

かした重点的な景観形成を展開する区域（重点届出区域という。）として改めて位置づけることにより、景観法に則

った実効性のある景観誘導を行います。さらに、都市景観条例に基づく景観形成地域に位置づけ、景観形成方針を

定めてきた中之島地区（Ｈ13.6～）についても、水都大阪のシンボルとすべく重点届出区域に指定し、重点的な景

観形成を図ります。 

 

 

Point４ 景観法のさらなる活用を図ります 

今回の変更においては、重点届出区域において「屋外広告物に関する行為の制限」を定め、屋外広告物条例と連動

させることで建築物等と一体的に景観誘導を行い、また、主要な幹線道路や市民に親しまれる公園や河川といった

公共施設については、「景観重要公共施設」として指定し、景観形成に配慮した整備や管理を行うなど、景観法をよ

り活用した景観形成を図ります。 

 

 

Point５ 地域の自主的なルールづくりと運用に対する支援を導入します 

地域との協働による景観まちづくりを推進するため、活動団体の認定や、地域の個性ある景観形成に向けた自主的

なルールづくりの支援、ルールの認定（地域景観づくり協定）、ルールの運用に向けた支援を行います。 
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